
保険率表他（令和４年度版）

（令和4年4月1日現在）

（令和4年度4月1日現在）

※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、
内水面養殖及び特定の船員を雇用する事業につい
ては一般の事業の率が適用されます。

林業
海面漁業（定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。）
定置網漁業又は海面魚類養殖業
金属鉱業、非金属鉱業（石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。）
又は石炭鉱業
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業
原油又は天然ガス鉱業
採石業
その他の鉱業
水力発電施設、ずい道等新設事業
道路新設事業
舗装工事業
鉄道又は軌道新設事業
建築事業（既設建築物設備工事業を除く。）
既設建築物設備工事業
機械装置の組立て又は据付けの事業
その他の建設事業
食料品製造業
繊維工業又は繊維製品製造業
木材又は木製品製造業
パルプ又は紙製造業
印刷又は製本業
化学工業
ガラス又はセメント製造業
コンクリート製造業
陶磁器製品製造業
その他の窯業又は土石製品製造業
金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。）
非鉄金属精錬業
金属材料品製造業（鋳物業を除く。）
鋳物業
金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、手工具又は一般
金物製造業及びめっき業を除く。）
洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めっき業を除く。）
めっき業
機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、
船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。）
電気機械器具製造業
輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。）
船舶製造又は修理業
計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。）
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業
その他の製造業
交通運輸事業
貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。）
港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。）
港湾荷役業

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

農業又は海面漁業以外の漁業
清掃、火葬又はと畜の事業
ビルメンテナンス業
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業
通信業、放送業、新聞業又は出版業
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
金融業、保険業又は不動産業
その他の各種事業

船舶所有者の事業
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9.5/1,000
12/1,000
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4/1,000
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47/1,000

●雇用保険率表

●労働保険料の算定基礎となる賃金早見表（例示）　　　

令和４年４月１日～同年９月30日
事業主負担率保　険　率

事業の種類

一般の事業

農林水産
清酒製造の事業

建設の事業

被保険者負担率 保　険　率 事業主負担率 被保険者負担率
令和４年10月１日～令和５年３月31日
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　雇用保険の被保険者負担額は、労働者（被保険

者）に支払われた賃金額に被保険者負担率をかけて

算定します。

　この被保険者負担額については、事業主は、労働

者に賃金を支払う都度、その賃金額に応ずる被保険

者負担額を、賃金から控除することができます。

　この額に１円未満の端数が生じた場合、「通貨の

単位及び貨幣の発行等に関する法律」第３条に基づ

き、債務の弁済額に50銭未満の端数があるときには

切り捨て、50銭以上１円未満のときには１円に切り

上げることとなります。

　なお、この端数処理は、債務の弁済を現金で支払

う時点で行うことから、雇用保険の被保険者負担額を

賃金から源泉控除する場合には、事業主が被保険者

に控除後の賃金を現金で支払う時点で端数処理を行

うこととなるため、結果として50銭以下の場合は切

り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります。

　ただし、これらの端数処理の取扱いは、労使の間

で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限り

ではなく、例えば、従来切り捨てで行われていた場

合、引き続き同様の取扱いを行ったとしても差し支

えありません。

・赴任手当等

まだ、労働保険の成立手続を行ってい
ない事業主の方は、今すぐ最寄りの労
働基準監督署・公共職業安定所（ハロー
ワーク）で成立手続をしましょう。ま
た、ご相談・お問い合わせについても、
お気軽におたずねください。

等

業主が負担
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水 力 発 電 施 設
ず い 道 等 新 設 事 業

道 路 新 設 事 業

舗 装 工 事 業

鉄道又は軌道新設事業

建 築 事 業
（既設建築物設備工事業を除く。）

既設建築物設備工事業

そ の 他 の 建 設 事 業

事 業 の 種 類

組立て又は取り
付けに関するもの

その他のもの

建設の事業を営む事業主の皆様へ

事業の種類・労務費率・保険料率一覧表
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機械装置

の組立て

又は据付

けの事業

業種

番号

労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率

工事開始日が
平成21年4月1日～
平成24年3月31日
のもの

工事開始日が
平成24年4月1日～
平成27年3月31日
のもの

工事開始日が
平成27年4月1日～
平成30年3月31日
のもの

工事開始日が
平成30年4月1日～
以降のもの

１,０００分の １,０００分の １,０００分の １,０００分の

　請負による建設の事業は、元請負人が全体の事業についての事業主として、工事全体の保険料の
納付等の義務を負うこととなっています。
　また、建設の事業は数次の請負によって行われることが常態なので、元請負人がその工事全体の
支払賃金総額を正しく把握することが難しい場合があります。このため、元請負人が請け負った工
事全体の請負金額に保険料率とは別に定められる労務費率（工事の請負金額に占める賃金総額の割
合）を乗じて得た額を賃金総額として労災保険の保険料額を算定することが認められています。

　工事開始日が平成27年４月１日以降のものについて、請負金額により賃金総額を算定する場合に
は、請負金額から消費税額分を除いたものに、下記の表の「工事開始日が平成27年４月１日以降の
もの」欄の労務費率を掛けて算定してください。

消費税額を除く
請負金額

該当する労務費率 賃金総額× ＝

※業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の工事開始日が「平成30年４月１日から令和３年
３月31日までのもの」については、一部異なる取扱いとなります。詳細は厚生労働省ホームページ
をご参照ください。

　（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/leaflet.pdf）

労災保険の特別加入について

※　中小規模と認められる企業規模
業　種 労働者数

金　融　業 保　険　業
不 動 産 業 小　売　業

50人以下

卸　売　業 サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

特別加入について詳しく知りたい方は、下記のパンフレットをご覧ください。

・第１種特別加入 ・第２種特別加入
（一人親方・自営業者）

・第２種特別加入
（特定作業従事者）

・第３種特別加入

　労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以
外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当である
と認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。これを労災保険の「特別
加入」制度といいます。
　特別加入制度には、第１種から第３種までの３種類の制度が存在し、以下のとおりそれぞれ対象となる
方が異なります。

○　第１種特別加入制度
　中小規模（※）の事業の事業主や、その事業に従事する者のうち労災保険の対象とならない方（家族
従事者、役員等）を対象とした制度です。
　加入するためには、事業の労働保険の事務処理を労働保険事務組合（P28参照）に委託する必要があり
ます。

○　第２種特別加入制度
　労働者を使用しないで法令で定められた事業を行うことを常態とする一人親方、自営業者並びにそれ
らの事業に従事する方（家族従事者、役員等）、及び特定作業従事者として法令に定められた作業に従事
する方を対象とした制度です。
　対象となる事業又は作業については、下記のリンク先のパンフレットをご確認ください。

○　第３種特別加入制度
　日本国内の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣される方、並びに海外にある中小規模
（※）の事業に事業主等（事業主、役員など労働者ではない立場）として派遣される方、及び開発途上地
域に対する技術協力の実施の事業（有期事業を除く）を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行わ
れている事業に従事する方を対象とした制度です。
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既設建築物設備工事業

そ の 他 の 建 設 事 業

事 業 の 種 類

組立て又は取り
付けに関するもの

その他のもの

建設の事業を営む事業主の皆様へ

事業の種類・労務費率・保険料率一覧表
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機械装置

の組立て

又は据付

けの事業

業種

番号

労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率 労務費率 保険料率

工事開始日が
平成21年4月1日～
平成24年3月31日
のもの

工事開始日が
平成24年4月1日～
平成27年3月31日
のもの

工事開始日が
平成27年4月1日～
平成30年3月31日
のもの

工事開始日が
平成30年4月1日～
以降のもの

１,０００分の １,０００分の １,０００分の １,０００分の

　請負による建設の事業は、元請負人が全体の事業についての事業主として、工事全体の保険料の
納付等の義務を負うこととなっています。
　また、建設の事業は数次の請負によって行われることが常態なので、元請負人がその工事全体の
支払賃金総額を正しく把握することが難しい場合があります。このため、元請負人が請け負った工
事全体の請負金額に保険料率とは別に定められる労務費率（工事の請負金額に占める賃金総額の割
合）を乗じて得た額を賃金総額として労災保険の保険料額を算定することが認められています。

　工事開始日が平成27年４月１日以降のものについて、請負金額により賃金総額を算定する場合に
は、請負金額から消費税額分を除いたものに、下記の表の「工事開始日が平成27年４月１日以降の
もの」欄の労務費率を掛けて算定してください。

消費税額を除く
請負金額

該当する労務費率 賃金総額× ＝

※業種番号31「水力発電施設、ずい道等新設事業」の工事開始日が「平成30年４月１日から令和３年
３月31日までのもの」については、一部異なる取扱いとなります。詳細は厚生労働省ホームページ
をご参照ください。
　（https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/leaflet.pdf）

労災保険の特別加入について

※　中小規模と認められる企業規模
業　種 労働者数

金　融　業 保　険　業
不 動 産 業 小　売　業

50人以下

卸　売　業 サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

特別加入について詳しく知りたい方は、下記のパンフレットをご覧ください。

・第１種特別加入 ・第２種特別加入
（一人親方・自営業者）

・第２種特別加入
（特定作業従事者）

・第３種特別加入

　労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以
外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当である
と認められる一定の人については、任意で労災保険に加入することができます。これを労災保険の「特別
加入」制度といいます。
　特別加入制度には、第１種から第３種までの３種類の制度が存在し、以下のとおりそれぞれ対象となる
方が異なります。

○　第１種特別加入制度
　中小規模（※）の事業の事業主や、その事業に従事する者のうち労災保険の対象とならない方（家族
従事者、役員等）を対象とした制度です。
　加入するためには、事業の労働保険の事務処理を労働保険事務組合（P28参照）に委託する必要があり
ます。

○　第２種特別加入制度
　労働者を使用しないで法令で定められた事業を行うことを常態とする一人親方、自営業者並びにそれ
らの事業に従事する方（家族従事者、役員等）、及び特定作業従事者として法令に定められた作業に従事
する方を対象とした制度です。
　対象となる事業又は作業については、下記のリンク先のパンフレットをご確認ください。

○　第３種特別加入制度
　日本国内の事業主から海外で行われる事業に労働者として派遣される方、並びに海外にある中小規模
（※）の事業に事業主等（事業主、役員など労働者ではない立場）として派遣される方、及び開発途上地
域に対する技術協力の実施の事業（有期事業を除く）を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行わ
れている事業に従事する方を対象とした制度です。


